
　判例によれば、会社はその事業の

円滑な運営のために企業秩序を守

り、維持する権限を持っています。そ

こには、人的要素だけではなく、所有

する施設や所有物の管理権も含まれ

ます。このため、会社の制服を着用し

たまま撮影することや、職場内を背景

にして撮影することを禁止することは

可能であると考えられます。

　お客様が映り込むことや営業上の

秘密が漏れてしまうリスクがあること

からも、職場内での撮影を禁止する

ことには合理的理由があるものとい

えます。

　従業員個人の就業時間外のSNS

投稿は、個人の思想・心情や表現の

自由の領域に属する問題であり、会

社として規制を行うにあたっては、慎

重に検討する必要があります。従業員

が就業時間外にSNSの投稿をするこ

とや、その投稿を見ること自体を規律

違反として懲戒処分の対象にするこ

とは、会社の懲戒権の濫用であり、適

切ではありません。

　一方で、従業員は、労働契約に包

括して企業秩序を順守すべき義務を

負うとされています。したがって、職場

外で行われた業務遂行に関係ない

行為であっても、企業秩序を損なう

場合や企業の社会的評価の低下に

つながる場合には、制限することがで

きると考えられます。あくまでも会社の

社会的評価・信用に及ぼす影響の程

度が重大な場合に、「従業員のプライ

ベートの尊重」に優先して懲戒処分

が認められることになります。

　たとえば、就業時間外に社宅にお

いて、会社を誹謗中傷するビラを配

布した行為を理由とするけん責処分

が有効とされた判例があります（関

西電力事件最一小判 昭58.９.8）。

判断の理由は、従業員の会社に対す

る不信感を醸成し、企業秩序を乱す

おそれがあるものであることが認めら

れたからです。

　SNSは、誰でも気軽に文章・写真・

動画を投稿することができ、情報の拡

散力が高いツールです。不適切な投

稿があった場合は、削除しても、一度

拡散したものや悪いイメージはすぐに

は元に戻りません。そのような投稿を

未然に防止するため、従業員教育を

行うことはとても重要な対策です。

　具体的な対策としては、以下の方

法が考えられます。

①入社時に概要を説明して誓約書に

サインをもらう

②入社時教育を行う

③在職中の従業員への教育を行う

　定期的にSNSに関して注意喚起す

ることはもとより、会社の理念や考え

方を伝えることで、会社の評判を落と

したくないという思いを持ってもらう

ことも大切です。

　不適切な投稿を未然に防ぐため、

従業員教育を行うことの大切さをお

伝えしましたが、故意に評判を落とす

ような投稿があった場合や、悪質な

投稿があった場合には、会社として

懲戒処分を検討することになります。

従業員に周知した就業規則の懲戒

処分事由に該当すれば、処分の対象

です。

　具体的には、故意・重過失により会

社の信用を損なわせることや、損害を

与えるような言動をしてはならないな

どの、服務規律違反を理由とした懲

戒処分を科すことが検討されます。あ

るいはSNS利用規定を作成し、これ

に反する行為を行った場合に処分の

対象とする場合もあります。

　従業員への教育や規定整備といっ

た予防策だけでは、リスクの完全な

排除はできません。ま

た、SNSや社内システ

ム上で問題が発生し

た場合、対応が遅れる

ほど会社の信用や情

報資産への影響が大

きくなります。そこで、リ

スクを最小化するた

め、問題を早期に把握

し、迅速に対応するこ

とができるモニタリン

グ体制の構築が必要

です。

　顧客情報を他社に流出させている

疑いのある従業員のパソコンをモニ

タリングすることは可能でしょうか。先

ほどお話ししたとおり、会社が貸与す

るパソコンには、会社の施設管理権

が及びます。したがって、業務上の必

要性が高い場合には、従業員のプラ

イバシーよりも情報保護を優先し、貸

与パソコン等をモニタリングすること

は認められると思われます。

　会社で貸与したパソコンで、私的

なやり取りをするということは、従業

員がプライバシーを放棄しているとい

う見方もできます。ただし、業務上の

必要性もないのに、無断で従業員の

パソコンをモニタリングすることは、

権利濫用とみなされるリスクがありま

す（図表）。

　たとえば、会社で貸与した携帯電

話のナビシステムにより、労務提供の

ない時間帯にまで居場所確認を行う

ことは、労働者のプライバシーを侵害

する不法行為であるとされた裁判例

があります（東起業事件・東京地平

24.5.31) 。

　過度な監視は、従業員に「会社か

ら信用されていない」という不信感を

与え、モチベーション低下につながる

恐れもあります。

　従業員との紛争回避や個人情報

の利用目的の特定という観点から、

以下の3点を事前に周知しておくこと

が望ましいといえます。

①貸与パソコン・スマートフォンの私

的利用の禁止

②業務上の必要性があるときは、貸与

端末のデータを調査・モニタリング

すること

③会社に関する情報（映像含む）を無

断で活用しないこと
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　休憩中の私的な投稿であるとはいえ、会社には施設管理権があることから、
所有する施設内の写真の削除を求めることには合理性があると考えられます。
　また、労働契約には、従業員が企業秩序を順守する義務を負うことも包括的
に含まれます。会社の社会的評価を下げるような投稿は、企業秩序を損なうこ
とから、就業規則に基づく懲戒処分の検討の余地があります。

　休憩中に撮影した職場の写真を、従業員がSNS上に投稿しているのを見つ
けました。写真には、PC上の個人情報が映っています。写真の削除を求めること
に問題はありますか。

会社の施設管理権

SNSの私的利用を
制限できる場合

SNSに対する
従業員教育の重要性
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モニタリングの必要性

従業員への事前周知

貸与したパソコンや
スマートフォンの
モニタリングの是非

懲戒処分する根拠としての
就業規則への記載

社会保険労務士法人
大野事務所

（特定社会保険労務士）
木村 彩

前職ではアウトソーシング会社に所属し、工場や店
舗に直接出向いて労務管理の効率化を検討してい
た。その際、労働法や社会保険制度への理解の必要
性を感じ、大野事務所に入所。時代にあった『働きや
すい職場づくり』を目指して考える毎日である。
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